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毎月（ 5. 15. 25日発行） 	第 154号 一部 2円 

自作農紺持資金の 

借入申請受け付け 

本年度第 4 回分、自作農維持資金借入申請の受け付

けを、つぎのとおり行ないますから、該当者は申し込

んでください0 

なお、この資金の中請有資格者は、農耕地（田畑） 

1 町歩以上の経営面積をもつ専業農家で、疾病および

相続、災害（台風23. 24号および不稔被害含む）等の

原因により、資金を必要とする人で、自分の農地を売

却しなければならない事態が発生しているものに対し

経営耕地の細分化を防ぐため、長Iり耳」三利で貸し付けす

るものです0 

◇申請受付期間 

11月29日-12月 4 日（午前 9時～午後 3時） 

◇貸付金額、利率および償還期帯】 

貸付金額…最高30万円 

（ただし‘災害資金に限り50万円） 

利 率・・’年 5 分 

償還期間・・・据置期間を含めて25年以内 

‘◇受付場所 市農業委員会事務局 

昭和40年 11 月 25日 ス
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政
 

市
 

（昭和33年9月1日第3種郵便物認可） 

き
 
ろ
 
費
 

ト
」
 

と
 
と
 
会
 

寺田武ー氏緩葉受勲祝賀会 

昭和如年12月 15日（水）正午 

五 所 川 原 市 民 文 化 会 館 

700円（申込みと同時に納入願います） 

12 月 13 日（月）午後 4時まで

五 所 川 原 市 役 所 企 画 課 

申込期日

申込先 

（青森県） 五 所 川 原 市 広 報 
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農
委

選
挙

人
名
簿
 

登

載
申

請
書

は
必
ず

提
出

を
 

こ
の
中
請
書
は
、
農
民
の
代

一
 
表
機
関
で
あ
る
農
業
委
員
会
の

一
 
委
員
選
挙
に
必
要
な
、
選
挙
人
 

】
 
名
簿
を
調
製
す
る
重
要
な
も
の
 

』
 
で
、
来
年
行
な
わ
れ
る
農
業
委
 

】
 
員
の
選
挙
に
使
わ
れ
ま
す
。
 

！
 
申
請

書
に
は
、
こ
と
し
十
一
一
 

《
 
月
一
日
現
在

の
状
況
を
記
入
し
 

【
 
き
た
る
十
二
月
五
日
ま
で
、
地

画
 
区
行
政
連
絡
員

（
旧
市
内
で
は
 

m
 
農
事
組
合
長
）
 
の手
を
経
て
、
 

一
 
市
農
業
委
員
会
に
提
出
し
て
く
 

ー
 
だ
さ
い
。
 

」
 

農
業
委
員
会
委
員
の
選
挙
に
 

』
 
は
、
補
充
選
挙
人
名
簿
が
調
製
 

】
 
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
こ
の
申
請
 

】
 
書
の
提
出
を
怠
る
と
、
選
挙
権
 

【
 
が
な
く
な
、
ま
す
か
ら
、
十
分
 

】
 
気
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。
 

』
 
◇
農
委
畿
挙
権
の
資
格
者
◇
 

【
 
▽
農
業
委
員
会
委
員
の
選
挙
権

！
 

を
有
す
る
人
 

一
 
①
一
反
歩
以
上
の
農
地
を
耕
作
 

】
 
し

て
い
る
人
 

【
 
②
一
反
歩
以
上

の
農
地
を
耕
作

】
 
し

て
い
る
の
者
世
帯
に
同
居
 

【
 
し

て
い
る
親
族
で
あ
つ
て
、
 

画
 
年
間
、

お
お
む
ね
六
十
日
以
 

ー
 
一
 

上
耕
作
に
従
事
し
て
い
る
人

く
 

”
、
マ
つ
ぎ
の
人
は
、
選
挙
権
が
有
 

【
 
り
ま
せ
ん
。
 

①

一
反
歩
以
上
の
農
地
を
耕
作

し
て
い
る
世
帯
に
同
居
し
て

い
る
、
内
縁
の
妻
、
親
族
関

係
の
な
い
年
雇
、
ま
た
は
同

居
人
 

②
田
や
畑
を
所
有
し

て
い
る
が
 

新
十
川
の
改
修
以
来
、
春
の

雪
ど
け
、
あ
る
い
は
、
降
雨
の

時
に
は
、
洪
水
に
み
ま
わ
れ
、
 

い
ま
ま
で
、
 一
億
三
千
九
百
六

十
四
万
円
の
被
害
を
出
し
て
い

た
相
原
地
区
の
四
百
八
十
九
へ
 
 

耕
作
し
て
い
な
い
人
 

③
農
業
に
従
事
し
て
い
て
も
満

二
十
才
未
満
（
昭
和
二
十

一

年
三
月
六
日
以
後
に
生
れ
た

人
）
の
人
 

④
実
際
に
一
反
歩
以
上
の
農
地

を
耕
作
し
て
い
て
も
、
農
地

法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
県

知
事
、
ま
た
は
、
農
業
委
員

会
の
許
可
を
う
け
な
い
で
、
 

個
人
間
で
契
約
し
て
い
る
人
 

ク
タ
ー
ル
の
水
田
が
、
洪
水
か

ら
解
消
さ
れ
ま
す
。
 

こ
の
相
原
放
湛
水
防
除
事
業

の
起
工
式
が
、
十

一
月
十
二
日

現
地
と
市
民
文
化
会
館
で
、
県

知
事
、
五
所
川
原
市
長
ら
関
係
 
 

者
が
集
ま
り
、
盛
大
に
お
こ
な

わ
れ
た
。
 

工
事
は
、
県
営
事
業
と
し
て

一
億
三
千
八
百
万
円
の
事
業
費

で
、
二
百
七
十
馬
力
の
排
水
機

二
台

（排
水
量
、
 二
台
で
毎
秒

九
キ

ロ
リ
ツ
ト
ル
）
が
、
と
り

つ
け
ら
れ
ま
す
。
 

と
れ
が
完
成
す
る
四
十
三
年

に
は
、
同
地
区
が
、
水
害
か
ら

解
消
さ
れ
る
の
で
、
地
元
民
か

ら
よ
ろ
こ
ば
れ
て
い
る
。
 

へ
写
 
真
V
 

上
…
現
地
で
鍬
入
れ
を
す
る
市
 

長
．
 

下
…
祝
賀
会
で
挨
拶
す
る
知
事
 

水
害
 
の
 
解

消
 
へ
 

廿
相
原
放

湛
水
防

除
 



● …〇  

l込・・・〇 

ド水道・・・〇 

各れた快一・〇 

E宅団地の…〇 

ています。団…〇 

会庫の住宅建設…〇 

主す。くわしいこ・・・〇 

ください。 

讃で電ます 

〔
公
営
住
宅
の
今
年
度
分

4
8戸
も
近
く
完
成
 

こ
の
入
居
者
受
付
け
は

1
2月
上
旬
の
予
定
〕
 

サ
 
〔
区画
割
も
終
り
、

住
宅
建
築

を
 

待
つ
ば

か
り
の
一
般
分
譲

宅
地
〕
 

一
 
〔回
転

ス
ぺ
り
台
、
パ
ー
ゴ
ラ
な
ど
の
取
り
付
け
も
終
つ
た
中
央
公
園
〕
 

一
 
畿

一
 

山ーん“ ,11;, 、L‘マ 

り
 
〔植
樹
を
終
る
と
、
静
か
な
散
歩
の
好
適

地
と
な
る
こ
と
で
し

よ
う
〕
 
が 

、く極い、、露護くゴ・議“h 

舞」シ三h麟麟」1「麟麟舞 L 、古 

麟舞 
鳶驚讐熱‘ 
嚇報。」鷺，い 

聾乞夢 

議 
こし二・J 三ン了 	 、三奪七 

磯繊 

昭和和年 11 月 25 日 
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什
 
〔
十
二
米
幹

線
街
路
か
ら
岩
木

山
を
望

む
〕
 

」
 〔
年
内
完
成
め
ざ
し

て
建
築
が
進
め
ら
れ
て
い
る
分
譲
住
宅
〕
 

〇・・・昨年11月着工した松島住宅団地造成工事は、鎌谷橋の破損

〇…天候などにより多少工事がおくれましたが、年内に完成

〇…みです0 公営住宅、分譲住宅の建築もまじまりました

〇・・‘電気ガスなどの施設をはじめ、公園、逝園地などが

〇…適な住宅団地としてお目見得する日も間近です0 

〇…宅地分譲希望者および分譲住宅譲受希望者を募

〇・・・地に建築する住宅建設資金については、住宅

〇・‘・資金が慶先的に借り受けられることになつ

〇・・・とは、市役所市民課住宅係までお問い合 

鱗
マ
 

卿
事
 

無
「
 麟

中
 

舞
 

匡
冨
嚇
年

ミ
懲
鷲
 

、）一織
一
 

 

雷麟ー篤1 

 

麟 

〔
当
市
で
は
じ
め
て
施
設
さ
れ
る

終
末
 

処
理
場
建
設

工
事
。
 こ
の
完
成

に
よ
 

つ
て
水
洗
便
所
が
利

用
で
き
ま
す
〕
 

叫― 

鶏
 

轟麟 
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松
野
木

布
屋
町

田
 
町

太
刀
打

広
 
田
 

新金旭原藻

宮山町子川 

鹿伊尾平清原今福阿一 
H, 藤‘区‘ ll 田L 	I 寺”= 内慧崎山野 士部戸 
ョ上望 	定は旦 ，ヒ 

葉重正ス勇芸清行雲竜 
郎門、雄工助郎策男郎雄 

部
芳

五
郎
 

加
市
民
ス
ポ
ー
ツ
教
室
（
か
昔
）
開
設的
 

五
所
川
原
市
教
育
委
員
会
で
は
、
市
民
の
み
な
さ
ん
に
、
ス

ポ
ー
ッ
に
親
し
み
、
健
康
な
か
ら
だ
を
作
つ
て
い
た
だ
く
た
め

に
、
簡
易
パ
レ
ー
ボ
ー
ル
の
講
習
会
を
開
き
ま
す
か
ら
、
ど
な

た
も
お
気
軽
に
お
い
で
く
だ
さ
い
。
と
く
に
、
初
心
者
を
歓
迎

い
た
し
ま
す
。
 

と
 
曽
」
 
十
二

月
四
日
 
（
土）
午
後

一
時
ー
四
時
 

十
二
月
五
日
 
（
日
）午
前
九
時
半
ー
午
後
三
時
 

と
こ
ろ
 
県
立
五
費

高
校
体
育
館
 

・、、、、農地被買収者、ー准 

納
税

は
便
利

な
振
替
で
 

農
地
報
償
金

請
求
事
務
を
は

じ
め
て
か
ら
、
 

も
う
三
か
月
に

な
り
ま
し
た
。
 

こ
の
間
、
お

尋
ね
す
る
方
々

も
、
数
百
人
に

お
よ
ん
で
お
り

ま
す
が
、
そ
の

ほ
と
ん
ど
が
、
 

買
収
令
書
を
も

た
な
い
方
々
ば

か
り
で
し
た
。
 

買
収
令
書
が

な
い
場
合
は
、
 

登
記
所
か
ら
買
 

収
登
記
に
な
つ
た
と
云
う
謄
本

か
抄
本
が
必
要
で
す
。
 

こ
の
謄
本
か
抄
本
を
交
付
す

る
に
つ
い
て
、
登
記
所
で
は
、
 

十
二
月
十
日
は
、
昭
和
ニ
十

三
年
に
国
連
総
会
で
、
世
界
人

権
宜
言
が
採
択
さ
れ
て
か
ら
、
 

満
十
七
年
の
記
念
日
に
あ
た
り

ま
す
。
 

世
界
人
権
宣
言
は
『
世
界
の

す
べ
て
の
国
民
と
、
国
家
と
が

一
達
成
しな
け
れ
ば
な
ら
な
い
共

通
の
基
準
』
を
定
め
、
人
間
が

人
間
と
し
て
生
活
す
る
た
め
に

欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
基
本
的

権
利
、
自
由
を
保
障
し
よ
う
と

し
た
も
の
で
す
。
 

つ
ま
り
、
人
は
、
国
家
か
ら

も
、
他
の
驚
ら

も
、
そ
の
人
 
 

い
ろ
い
ろ
と
準
備
も
あ
り
ま
す

の
で
、
皆
さ
ん
に
は
、
十
二
月

ま
で
お
待
ち
く
だ
さ
い
と
、
い

う
こ
と
で
し
た
が
、
十
一
月
八

日
か
ら
、
五
所
川
原
登
記
所
は

じ
め
、
つ
ぎ
の
登
記
所
で
、
皆

さ
ん
の
待
つ
て
い
る
謄
本
か
抄

本
を
交
付
す
る
二
と
が
で
・
●
ぐ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
 

必
要
な
方
は
、
関
係
登
記
所

に
交
付
願
い
を
し
て
く
だ
さ
い

な
お
、
謄
本
、
抄
本
、
交
付
申

請
用
紙
は
、
当
業
務
室
で
交
付

し
て
お
り
ま
す
か
ら
、
ご
利
用

く
だ
さ
い
。
 

◇
謄
抄
本
を
交
付
す
る
登
記
所

五
所
川
原
登
記

所
 

権
を
侵
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
 一

人
一
人
が
、
人
間
と
し
て
の
幸

福
を
追
求
す
る
基
本
的
権
利
と

自
由
を
享
有
す
べ
き
こ
と
を
宣

言
し
た
も
の
で
す
。
 

〇
…
人
権
を
守
る
 

あ
な
た
が
守
ら
れ
る
：
・
〇

過
去
十
六
回
の

『
人
権
週
間
』
 

で
、
国
民
の
人
権
意
識
は
し
だ

い
に
高
ま
つ
た
が
、
人
権
侵
害

の
事
例
は
、
い
ぜ
ん
と
し
て
あ

と
を
た
た
ず
、
昭
和
三
十
九
年

度
に
は
、
全
国
で
約
八
千
件
の

多
数
と
な
つ
て
お
り
ま
す
。
 

こ
の
よ
う
な
現
状
か
ら
、
人
 

所
得
税
や
法
人
税
を
、
手
数

と
時
間
の
か
か
ら
な
い
 『
振
替

納
税
』
 
で納
め
る
こ
と
が
で
き

ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い

◇
振
替
納
税
と
は
 

税
金
の
納
期
に
な
る
と
税
務

署
は
、
納
付
書
を
納
税
者
の
指
 

奮
 

権
意
識
を
さ
ら
に
高
め
、
人
権

が
侵
害
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
ま

た
、
日
本
国
憲
法
で
保
障
す
る

裁
判
を
受
け
る
権
利
を
実
質
的

に
保
障
す
る
た
め
の
、
訴
訟
費

用
を
立
替
す
る
等
の
法
律
扶
助

制
度
が
あ
り
ま
す
。
 

こ
れ
に
よ
つ
て
、
生
活
状
態

に
影
響
を
与
え
る
こ
と
な
く
、
 

裁
判
所
に
事
件
を
申
し
立
て
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

私
た
ち
の
日
常
生
活
に
必
要

な
諸
権
利
を
守
る
た
め
、
犯
さ

れ
な
い
た
め
に
、
日
夜
努
力
し

て
い
る
、
よ
き
相
談
相
手
に
人

権
擁
護
委
員
が
お
り
ま
す
。
 

も
し
、
い
ま
わ
し
い
事
実
が

あ
り
ま
し
た
ら
、
お
近
く
の
委

員
ま
た
は
、
法
務
局
に
相
談
し

明
る
い
家
庭
と
、
住
み
ょ
い
社

会
を
つ
く
り
ま
し
よ
う
。
 

廿
 
税
 
務
 
署
 

l
 

定
し
た
金
融
機
関

（
銀
行
、
信

用
金
庫
、
信
用
組
合
、
農
協
）
 

に
送
付
し
、
金
融
機
関
は
、
納

税
者
に
か
わ
つ
て
、
指
定
預
金
 

（
貯
金
）
 ロ
座
か
ら
自
動
的
に

納
付
し
、
領
収
証
書
を
納
税
者

に
送
付
す
る
方
法
で
す
。
 

こ
の
制
度
を
利
用
し
ま
す
と

納
税
の
た
め
、
わ
ざ
わ
ざ
銀
行

や
郵
便
局
、
税
務
署
に
出
向
い

た
り
、
納
期
に
気
を
く
ぱ
つ
た

り
す
る
納
税
の
わ
ず
ら
わ
し
さ

が
解
消
さ
れ
ま
す
の
で
、
商
売

や
農
作
業
で
忙
し
い
方
、
商
用

旅
行
等
で
不
在
が
ち
の
方
な
ど

に
は
す
ご
く
便
利
な
方
法
で
す

申
し
込
み
手
続
は
、
ロ
座
振

替
依
頼
書
、
納
付
書
送
付
依
頼

書
を
、
金
融
機
関
、
ま
た
は
、
 

税
務
署
に
お
出
し
く
だ
さ
い
。
 

用
紙
は
、
税
務
署
、
金
融
機
関

に
あ
り
ま
す
。
 

◇
振
替
納
税
の
で
き
る
税
金

申
告
所
得
税
（
第
一
期
、
第

二
期
、
第
三
期
、
延
納
分
）
 

法
人
税

（中
間
申
告
、
確
定

申
告
、
延
納
分
）
 

な
お
、
く
わ
し
い
こ
と
は
、
 

税
務
署
徴
収
課

（電
話
三

一
三

六
）
 
へお
間
い
合
せ
く
だ
さ
い
 

今
月
の
納
期
 

固
定
資
産
税
 
第

四
期
 

保
 
険
 
税
 
第

三

期
 

自
衛

官

募
集

の
 

座
談
と
映
画
の
会
 

・

と
 
，

ぐ
 

4
0年
1
2月
4
日
午
後
ー
時
 

と
こ
ろ
 

五
所
川
原
中
央
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